
ＮＯ．２３５     三田三・四丁目地区（組合施行）

計画地

1

2

地区面積 構造

階数 高さ

名称 施行区域面積

名称 幅員 延長 面積

幹線街路放射
第１９号線

幹線街路放射
第２１号線

補助線街路
第１４号線

公園１号 ― ― 約７００㎡

公園２号 ― ― 約３００㎡

Ⅰ ― ― ２１５ｍ
（T.P.+１．０mからによる）

Ⅱ ― ― ３５ｍ
（T.P.+５．５mからによる）

Ⅲ ― ― ４０ｍ
（T.P.+１７．５mからによる）

建築面積

Ⅰ 約７，５００㎡

Ⅱ 約１，３００㎡

Ⅲ 約３，０００㎡

約４．０ha Ｓ造・ＳＲＣ造・ＲＣ造

地上４２階/地下４階/塔屋２階　［複合棟-１］
地上７階/地下１階　　［複合棟-２］

地上９階/地下１階/塔屋１階　　［住宅棟-１］
地上４階/地下２階　　［住宅棟-２］

２１５ｍ　［複合棟-１］
２７．７ｍ　［複合棟-２］

３２ｍ　［住宅棟-１］
１２．５ｍ　［住宅棟-２］

２　都市計画の内容

三田三・四丁目地区第一種市街地再開発事業 約４．０ha

(みた３・４ちょうめ)

１　計画の概要

東京都港区三田三丁目・四丁目地内

計画の概要

　土地の高低差や周辺市街地状況、幹線道路沿道等といった本地区の立地を踏まえ、公園、広場、
緑地等の公共的な空間を確保するとともに、拠点性の高い業務、商業・生活支援、文化・交流等の機
能や、良質な住宅、商業・生活支援等の機能を導入することで、質の高い都市空間を備えたビジネス
交流拠点・生活環境の実現を図る。

　札の辻交差点の交通負荷の軽減を図るとともに地区内の環境整備のために、複合棟-１及び複合
棟-２の駐車場車路を連結した地区内車路を整備するとともに、札の辻の交差点における国道内歩
道橋架け替え、札の辻橋と聖坂につながる歩行者デッキを新設し、広域へのアクセスが可能なバリ
アフリー動線を形成する。

新設

新設

建築物の整備

街
区

建蔽率 容積率
建築物の

高さの限度
壁面の

位置の限度
主要用途

計画図参照

公共施設の
配置及び規模

備考

道
路

別に都市計画で定めるとおり 一部拡幅

別に都市計画で定めるとおり 整備済み

別に都市計画で定めるとおり 一部拡幅

公
園

事務所、文化・交流施設、
商業・生活支援施設、
駐車場

住宅、商業・生活支援施設、
駐車場

延べ面積(容積対象) 住宅建設の目標

約１９６，０００㎡
（約１７０，６００㎡）

約２５０戸、約20,200㎡
約７，０００㎡

（約６，１００㎡）

約２０，７００㎡
（約１４，３００㎡）



建築敷地面積 備考

Ⅰ 約１９，３００㎡

Ⅱ 約２，８００㎡

Ⅲ 約８，１００㎡

都市計画決定

A-1 約２．６ha ８９０％ ５０％ ３００％

A-2 約０．４ha ２２０％ ７０％ ８０％

B 約１．０ha １８０％ ６０％ ６０％

都市計画決定

住宅戸数

事業認可 総事業費

年　月　日

平成20年12月2日

平成21年6月25日

平成22年1月25日

平成23年3月23日

平成29年9月12日

平成30年6月22日 組合設立認可（事業計画認可）

令和元年10月4日 事業計画変更認可

令和2年1月29日

建築敷地の
整備

整備計画

・賑わい、交流空間の形成を図るため、公園と一体となった広
場を整備する。
・安全で快適な環境空間の形成を図るため、緑豊かな斜面状
の緑地を整備する。
・歩行者の安全性、快適性及び回遊性の向上を図るため、道
路沿道に歩道状空地を整備する。
・歩行者の利便性、快適性及び回遊性の向上を図るため、敷
地内を貫通する歩行者通路を整備する。
・周辺の交通負荷の低減を図るため、地区内の駐車場を連絡
する地区内車路を整備する。

―

平成２９年９月１２日　港区告示第２７１号

３　地区計画（再開発等促進区を定める地区計画）

壁面の位置の
限度

三田三・四丁目地区 ２００㎡

　建築物の外壁、これ
に代わる柱又は門若
しくは塀は、計画図に
示す壁面の位置の制
限を超えて建築しては
ならない。

平成２９年９月１２日　東京都告示第１３８３号

４　事業計画の概要

地区名 面積
容積率の
最高限度

建蔽率の
最高限度

容積率の
最低限度

建築面積の
最低限度

延べ面積

複合棟-１ 約１９９，７１０㎡

容積率

約８９０％

複合棟-２

敷地面積

複合棟-１ 約１９，１７０㎡

建蔽率

約４１％

複合棟-２ 約２，９２０㎡ 約４９％

住宅棟-１ 約７，７１０㎡

約７，２８０㎡ 約２２０％

住宅棟-１ 約２１，１００㎡ 約１８０％

住宅棟-２ 約５９０㎡ 約１７０％

約３６％

住宅棟-２ 約３４０㎡ 約５９％

複合棟-２：１０台

住宅棟-２ 住宅、生活支援 住宅棟-１：５８台

平成３０年６月２２日　東京都告示第９２０号
令和元年１０月４日　東京都告示第５７１号（変更）

令和４年１２月２３日　東京都告示第１６０８号（変更）
約１，５７４億円

用途

複合棟-１ 事務所、貸会議室、店舗、駐車場 ２２５戸

複合棟-２ 学校、幼稚園、駐車場

駐車場

複合棟-１：４１５台

住宅棟-１ 住宅、駐車場

三田三・四丁目地区第一種市街地再開発事業都市計画決定

権利変換計画認可

５　経　緯

内　　　　　　　　　　　　　　　容

「開発勉強会」発足

「三田三丁目地区開発協議会」発足

「三田三・四丁目地区開発協議会」に改組（区域拡大）

「三田三・四丁目地区再開発準備組合」設立



令和2年2月1日

令和2年3月17日

令和4年12月23日

令和5年3月31日

権利変換期日

建築工事着工

事業計画変更認可

権利変換計画変更認可

６　位置図

７　区域図



８　配置図

９　整備イメージ

複合棟１

住宅棟１

複合棟２

住宅棟２


